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１．概要

• 本県の「医師確保計画」については、
令和2年に保健医療計画の別冊として策定。

• 今年度、保健医療計画とともに計画期間の
満了を迎えることから、改定を行うとともに、

保健医療計画本体へ統合を行う。

• 計画期間
令和6年4月1日～令和12年3月31日（6年間）
（前期：R6.4.1～R9.3.31、後期：R9.4.1～R12.3.31）
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２．策定のポイント R5.5.19厚生労働省「令和５年度第１回医療政策研修会」資料９から抜粋
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２．策定のポイント R5.5.19厚生労働省「令和５年度第１回医療政策研修会」資料９から抜粋



（方針）

○ 短期的な方針としては、医療施設の医師の確保の状況などを把握し、これまでの既存の施策を中心に、
初期臨床研修医などの医師の養成・確保に一層取り組むとともに、医師少数区域等への派遣に努める。

○ 長期的な方針としては、将来の県内における医師の地域偏在や診療科偏在の解消の程度、年齢構成の
是正の状況、勤務医の確保の状況などを見極めつつ、必要に応じて地域枠の見直しを行うなど、県内での
医師の養成・確保に一層取り組む。

○ 医師少数区域、医師少数スポットについては、医師多数区域又は近隣拠点病院からの医師派遣等による
医師確保を行う。

（目標）

○ 本計画で定めた医師確保の方針に従い、地域医療総合対策協議会における関係機関が一体となった
取組等を通じて、地域における医師偏在の解消を目指すことを目標とする。

（２）医師確保の方針及び目標

（１）医師偏在指標に基づく医師少数区域・医師多数区域等の設定
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３．医師確保計画（案）

区域 医師偏在指標 区域区分 医師少数スポット

徳島県 289.3（6位） 医師多数県

東部 332.4（25位） 医師多数区域

南部 231.4（93位） 医師多数区域
勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、

海陽町、阿南市伊島町

西部 153.2（287位） 医師少数区域



（医師偏在指標）

（施策）
○「産科医・小児科医の働き方改革を含めた医師確保の在り方検討部会」において、周産期医療及び
小児科医療の医師配置の状況や働き方改革の影響、医療提供体制の重点化・集約化を一体的に検討

○ 専門研修における「県内医療機関における医師の確保」と「医師の能力開発・向上の機会の確保」
のバランスを考慮した魅力あるプログラムの作成と専攻医の確保

（４）産科・小児科における医師確保計画

（３）医師確保のための施策
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３．医師確保計画（案）

○ 地域医療総合対策協議会（地対協）の役割の明確化
○ 医師の養成（徳島大学医学部・臨床研修医・専門研修）
○ 医師の派遣調整
○ キャリア形成プログラム
○ 地域医療介護総合確保基金の活用
○ 地域枠・地元出身枠の設定

※本県では、相対的医師
少数都道府県、相対的
医師少数区域の該当なし

区域 産科における医師偏在指標 小児科における医師偏在指標

徳島県 12.4（7位） 127.7（8位）

東部 13.8（40位） 122.1（95位）

南部 8.5（157位） 162.3（17位）

西部 9.5（123位） 96.9（184位）


